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MCI（軽度認知障害）とは？
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認知症の進行に応じて受けられるサービスや相談先などを紹介します
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日常生活に

手助けや介護が必要

/ß�� �‰�a�\�q�›�?�S�‹�t�l�h�“�	 �M

�h�“�b�”�{

/ß�� �R
Í�•���3�?�é�s�r�G�Ä�s�‹�w

�›�r�\�t�”�M�h�T�h�•�o�̀ �‡�O�{

/ß�� 
��M
ú�p�‰�a�‹�w�y�T�“
��O�{

/ß�� �Ô	×
\ �Æ�x�?�q�T�æ�‰�\�q�U �p

�V�”�{

�œ�"前期
�W�%�H�I	ÿ�d�&���f�J


¾
Á�F�°�I	Á�[�1�@���e誰かの見守りがあれば

日常生活は自立している

/ß�� 
��w�Ê
²�•
ú�w�Ê
²�U�¥�M	Z�d

�s�M�\�q�U�`�y�`�y�ˆ�’�•�”�{

/ß�� 	ï�Ä�w�º�0�›�h�•�”�\�q�U�K�”�{

/ß�� 	� �̄ �•�w�µ�̄ �U�s�X�s�”�{

�(�?�'
�*�N�D�J����
=
Ç�v
µ�z�+
気づき

（MCI：軽度認知障害）
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Æ�†不安 �S�•�•�?�T�U�S�T�`�Mおや？何かがおか
しい

対 象 者対 象 者 	 どなたでもOK。お友達と2、3名からでもOK。
内 容内 容 	 認知症の症状と接し方（お子様には紙芝居等でお話しします）
時 間時 間 	 60分
費 用費 用 	 無料
認 定認 定 	 受講者には、認知症サポーターの称号として認知症サポーターカードを差し上げます。

地域づくり

　高齢者人口の増加に伴い、認知症の高齢者は年々増えています。そこで、認知症のことを正し
く理解し、誰もが安心して生活することができるよう「認知症あんしんブック」を作成しました。
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内 容内 容 	 認知症の予防策やいざという時の相談窓口、治療を受けるための情報等を掲載して
います。

配 布 先配 布 先 	 地域包括支援センター　はまおか（市役所西館1階）
	 　　　　　　　　　　　おまえざき（支所2階）

御前崎市版 認知症あんしんブック
御前崎市地域包括支援センター

📞0537-85-1167
📞0548-63-6857

はまおか（浜岡地区）
おまえざき（御前崎地区）

お問い合せ先

認知症サポーター養成講座
御前崎市地域包括支援センター

📞0537-85-1167
📞0548-63-6857

はまおか（浜岡地区）
おまえざき（御前崎地区）

お問い合せ先
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認知症などにより判断能力の低下や知的障がい、精神障がいがあることで、日常生活で困りご
とや心配ごとが起きることがあります。そのような方たちが自分らしく安心して暮らせるよう、
本人の気持ちを大切にし、生活や財産を守る、契約を代わりに行うなど、法的にさまざまな支援
を行う制度です。

認知症高齢者や知的障がい、精神障がいのある方などで、日常生活に不安のある方を対象に福
祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理に関する相談・支援を行います。

権 利を守ります
～安心して毎日を送るために～

権
利
を
守
り
ま
す

権
利
を
守
り
ま
す

成年後見制度（中核機関）

御前崎市地域包括支援センター
📞0537-85-1167
📞0548-63-6857

はまおか（浜岡地区）
おまえざき（御前崎地区）

お問い合せ先

成年後見制度とは

日常生活自立支援事業とは

書類の手続きや
契約などに困っている

お金のやりくりができない

預金や不動産などの
財産管理に心配がある 暮らしのサービスが

うまく使えない
必要もない高額商品を

買ってしまう 障がいがある子の
将来が心配

日常生活自立支援事業
📞0548-63-5294御前崎市社会福祉協議会お問い合せ先

📞0548-63-5294御前崎市社会福祉協議会

このような困りごと、心配ごとがあればご相談ください。このような困りごと、心配ごとがあればご相談ください。
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　虐待をする人には「虐待をしている」という自覚がない場合が多く、「言うことを聞かないか
ら仕方ない」などと考えていることもあります。
　また、虐待の理由は様々で、虐待をする人が単純に悪いとは言えないこともあります。終わり
の見えない介護に追い詰められていることも多々あります。日頃から声を掛ける、地域から孤立
させないようにすることが大切です。

　「養護者」とは、「高齢者（65歳以上）を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のもの」
とされており、高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等が該当します。
　養護者による高齢者虐待とは、養護者が養護する高齢者に対して行う次の行為とされています。

身体的虐待
◦殴る　　◦蹴る　　◦つねる
◦無理やり食事を口に入れる
◦意思に反して身体を拘束する
◦外出を制限し、外部と接触させない　等

心理的虐待
◦怒鳴りつける　　◦ののしる
◦悪口を言う　　　◦無視する
◦ぶじょくを込めて子どものように扱う　等

経済的虐待
◦本人の年金や預貯金を勝手に使う
◦日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない
◦本人の自宅等を無断で売却する　等

介護・世話の放棄・放任
◦劣悪な住環境で生活させる
◦食事を与えない　　◦入浴をさせない
◦オムツを交換しない
◦受診させない　等

性的虐待
◦排泄の失敗に対して、懲罰的に下半身を裸に
して放置する
◦わいせつな行為をする
◦性的行為を強要する　等

虐待の心配はありませんか？
御前崎市地域包括支援センター

📞0537-85-1167
📞0548-63-6857
📞0570-003-110

はまおか（浜岡地区）
おまえざき（御前崎地区）

みんなの人権110番法 務 省	
【電話相談】

相談先 受付時間　24時間いつでも
※時間外は市役所当直につながります

8：30～17：15
（平日）

まずは、地域のあたたかい見守りや声掛けから

養護者による高齢者虐待

こんな高齢者に気づいたら
迷わず相談を！
虐待かどうかの判断は不要です。
相談者のお名前が周囲に漏れることはありません。
安心してご相談・ご連絡ください。

権
利
を
守
り
ま
す

権
利
を
守
り
ま
す
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そ の 他 の 支 援

高齢者理美容料金助成事業
📞0548-63-5294御前崎市社会福祉協議会

📞0537-86-8066浜岡福祉会館

お問い合せ先

対 象 者対 象 者 	 市内に住所を有する方で、基準日（4月1日）に満88歳以上の在宅の方及び満65
歳以上の在宅で寝たきりの方

内 容内 容 	 助成券を発行します。市内のこの事業に賛同する契約理美容店で使用することがで
きます。

そ
の
他
の
支
援

そ
の
他
の
支
援

対 象 者対 象 者 	（１）	 市内に住所を有する65歳以上の方
	 （２）	 60歳以上 65歳未満の方で心臓・腎臓・呼吸器の機能障害、ヒト免疫不全ウ

イルスによる免疫機能障害で身体障害者手帳 1級の方、又は同程度以上の方
（身体障害者手帳を持参してください）

内 容内 容 	［助成期間］10月1日～翌年 1月31日
	 ［助成回数］1人につき年度内に1回（2回目以降は全額自費）
	 ［助成方法］御前崎市の予診票を使用（医療機関・市役所・支所の窓口等に設置）
	 ［自己負担］1,600円
実施機関実施機関 	 御前崎市・掛川市・菊川市の医療機関及び榛原医師会

加入の医療機関

高齢者インフルエンザ予防接種助成
📞0537-85-1123御前崎市役所 健康づくり課お問い合せ先
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対 象 者対 象 者 	（１）	 市内に住所を有する65歳の方
	 （２）	 60歳以上 65歳未満の方で心臓・腎臓・呼吸器の機能障害、ヒト免疫不全ウ

イルスによる免疫機能障害で身体障害者手帳 1級の方、又は同程度以上の方
（身体障害者手帳を持参してください）

内 容内 容 	［助成期間］通年
	 ［助成回数］1人につき1回
	 ［助成方法］御前崎市の予診票を使用（個別通知）
	 ［自己負担］4,000円
実施機関実施機関 	 御前崎市・掛川市・菊川市の医療機関及び榛原医師会加入の医療機関

対 象 者対 象 者 	（１）	 市内に住所を有する65歳以上の方
	 （２）	 60歳以上 65歳未満の方で心臓・腎臓・呼吸器の機能障害、ヒト免疫不全ウ

イルスによる免疫機能障害で身体障害者手帳 1級の方、又は同程度以上の方
（身体障害者手帳を持参してください）

内 容内 容 	［助成期間］10 月 1日〜翌年 1月 31日
	 ［助成回数］1人につき年度内 1回
	 ［助成方法］御前崎市の予診票を使用（医療機関・市役所・支所の窓口等に設置）
	 ［自己負担］11,800円（2025年度）
実施機関実施機関 	 御前崎市・掛川市・菊川市の医療機関及び榛原医師会加入の医療機関

高齢者肺炎球菌予防接種助成
📞0537-85-1123御前崎市役所 健康づくり課お問い合せ先

新型コロナウイルス感染症予防接種助成
📞0537-85-1123御前崎市役所 健康づくり課お問い合せ先

そ
の
他
の
支
援

そ
の
他
の
支
援
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援

そ
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対 象 者対 象 者 	（１）	 市内に住所を有する年度内に65歳になる方
年度内に 70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳になる方（令
和 7年度〜令和 11年度予定）
101歳以上の方（令和 7年度のみ）

	 （２）	 60歳以上65歳未満の方でヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害で身体
障害者手帳 1級の方、又は同程度以上の方（身体障害者手帳を持参してく
ださい）

内 容内 容 	［助成期間］属する年度内
	 ［助成回数］生ワクチン　1人につき 1回

組換えワクチン　1人につき 2回
	 ［助成方法］御前崎市の予診票を使用（個別通知）
	 ［自己負担］生ワクチン　4,500円

組換えワクチン　16,500 円 × 2 回
実施機関実施機関 	 御前崎市・掛川市・菊川市の医療機関及び榛原医師会加入の医療機関

帯状疱疹予防接種助成
📞0537-85-1123御前崎市役所 健康づくり課お問い合せ先

対 象 者対 象 者 	 市内に住所を有する満65歳以上の住民税非課税の方で、以下のすべての要
件を満たす方
・申請者及び同一世帯員に市税等の滞納がない方
・両耳の聴力レベルがそれぞれ 30デシベル以上の方で、医師が補聴器の利用を必
要と認める方
・身体障害者手帳（聴覚または平衡機能）の交付対象とならない方
・補聴器購入にあたり、他の助成を受けていない方

内 容内 容 	［助成回数］1人 1回に限り、補聴器本体 1台分の購入費用の 1/2（上限額 30,000
円）を助成します。ただし、附属品購入、保守費用等は対象外です。

	 ［助成方法］補聴器購入前に申請、交付決定後に補聴器を購入してください。購入
代金支払い後に、助成金を交付します。

高齢者補聴器購入費補助事業
📞0537-85-1118御前崎市役所 高齢者支援課お問い合せ先
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もしもの時のために「人生会議」
～自らが望む、人生の最終段階の医療・ケアについて話し合ってみませんか～

人
生
会
議

人
生
会
議

　命の危険が迫った状態になると、約 70％の方が医療やケアなどを自分で決めたり、望みを人
に伝えたりすることができなくなると言われています。誰でも、いつでも、命に関わる大きな病
気やケガをする可能性があります。
　自らが希望する医療やケアを受けるために、大切にしていることや望んでいること、どこでど
のような医療やケアを望むかを自分自身で前もって考え、周囲の信頼する人たちと話し合い、共
有することが重要です。

　このノートは、自分について書き記すノートです。
自分の人生を振り返り、自分に関する情報を整理し
ます。そして、これからの人生をどんなふうに送り
たいか要望や希望を書きとめます。書きすすめるう
ちに、思いを整理することができます。
　自分の思いをあなたの大切な人・家族に伝えてお
くことで、いざという時も穏やかに生活を続けてい
くことができるでしょう。
　ノートを記入し、家族や大切な人と自分の今後に
ついて話し合い（人生会議）をしてみましょう。

ご存知ですか？
「未来ノート～私らしく生きるために～」

未来ノート
私らしく生きるために伝えたい大切なこと

氏名

御前崎市は医療・介護を必要とする方が、住み慣れた地域で自分らしく生活し続けることができることを目指しています。

御前崎市版「人生会議」ノート

　もしもの時のために、あなたが望む医療やケアについて、
前もって考え、繰り返し話し合い、共有する取り組みを

「人生会議（ACP：アドバンス・ケア・プランニング）」と呼びます。

配 布 先配 布 先 	 地域包括支援センター　はまおか（市役所西館1階）
	 　　　　　　　　　　　おまえざき（支所2階）

▲ 未来ノートの 
　 データはこちらから
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在宅 医 療について

　「在宅医療」は自宅や施設などの生活の場で、病気の診察、治療、処置などを受ける方法です。
退院後も治療が必要で医療機関への通院が難しい患者さんなどが、住み慣れた場所で、日常的に
医療や介護を受けながら生活を送れるよう支援します。
　例えば…
◦退院後も継続的に治療が必要だけど通院することが大変
◦末期がんなどで自宅での看取りを希望
◦日々医療的なケアが必要だけど通院の治療は難しい
◦難病などにより長期の療養が必要
　このような時に、自宅や施設などで医療を受ける選択肢として「在宅医療」があります。

　在宅医療を選択した場合には、医師や看護師、薬剤師、その他介護保険サービスの利用等、多
職種による医療や看護、リハビリ、緩和ケア、家族への支援等を受けることができます。
　在宅医療では次の二つの診療により、日常の健康管理と救急時の対応を受けることができます。
◦訪問診療	事前に立てた診療計画にしたがって、定期的（月 1回等）に医師が自宅や施設へ

訪問し診療をする。
◦往診	��患者の具合が悪くなった時など、必要時に連絡を受けて、自宅や施設へ訪問し診療

を行う。

在宅医療とは

在宅で受けられる医療

在宅医療を受けたいと思ったら

かかりつけ医がいる
入院中の場合は、病院の医師、看護師、
医療相談室（メディカルソーシャルワーカーなど）

に相談する

かかりつけ医に在宅医療を相談・
または紹介してもらう

地域包括支援センターに相談する

P1へ

必要に応じてはい いいえ
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医 療 機 関への
上手なかかりかた

かかりつけ医をもちましょう

救急車を適正に利用しましょう

救急時の対応

　かかりつけ医とは、日ごろから家族ぐるみの診療や健康管理をしてくれる身近なお医者さんの
ことです。あなたやご家族の病状・病歴・健康状態を把握してくれているので、それに応じたア
ドバイスをしてもらえます。また、必要な時には専門医、専門医療機関を紹介してくれます。適
切な医療をスムーズに受けることができるよう、かかりつけ医をもちましょう。

　救急車を大切にしてください。救急車は、けがや急病などで緊急に搬送しなければならない方
のものです。もちろん必要な時にはためらわず、救急車を呼びましょう。
　本当に救急車を必要とする人のために、救急車の適正な利用をお願いします。

１　反応（意識）を確認する
傷病者の耳元で「大丈夫ですか」「もしもし」と大声で呼びながら、肩をやさしくたたき、反
応があるかないかをみます。

２　応援を呼ぶ
　・大きな声で助けを呼ぶ　・ 119番へ通報してもらう　・AEDを持ってきてもらう
３　呼吸を見る
　10秒以内で胸や腹部の動きを確認
４　心肺蘇生法
　胸骨圧迫（心臓マッサージ）をする
５　電気ショックのための操作を行う
　電気ショックが必要かどうか、AEDが判断します。音声に従って操作してください。
６　AED の使用と心肺蘇生の継続
心肺蘇生を再開して2分ほど経ったら、再びAEDが自動的に心電図の解析を行います。以後は、
心肺蘇生とAED使用の手順を約2分間おきに、救急隊員と交代するまで繰り返します。 医
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市内医療機関・薬局等一覧
往…往診　訪診…訪問診療　矯…矯正歯科

認…認知症（相談  簡易検査  治療）　 車イス…車イス対応

病　院

＊内科の専門外来、リウマチ科・形成外科・麻酔科・リハビリテーション科は予約制です。形成外科・
麻酔科を除き、予約には紹介状が必要となります。
＊外来の受付時間は 8：15～ 11：00です。ただし、診療科により診療日や受付時間が異なりますので、
詳しくはホームページをご覧ください。

診 療 所

阿部医院 内科・小児科2

📞0537-86-7001御前崎市池新田3543番地住所

往 訪診 認（相談  簡易検査  治療）

診　療　時　間 月 火 水 木 金 土 日・祝

8：30 ～12：00 ● ● ● ● ● ● ／
14：00 ～18：00 ● ● ／ ● ● ／ ／

市
内
医
療
機
関
・
薬
局
等
一
覧

池新田クリニック 内科・呼吸器内科
消化器内科・小児科3

📞0537-85-1190 FAX 0537-85-1191御前崎市池新田2961番地の33住所

車イス

市立御前崎総合病院 内科・消化器内科・リウマチ科・小児科 
外科・整形外科・脳神経外科・産婦人科 
眼科・耳鼻咽喉科・泌尿器科・透析・皮膚科 
形成外科・麻酔科・リハビリテーション科

1

📞0537-86-8511御前崎市池新田2060番地住所

車イス

診　療　時　間 月 火 水 木 金 土 日・祝

9：00 ～ 12：00 ● ● ● ● ● ● ／
15：00 ～ 18：00 ● ●

～ 18：30 ● ／ ● ／ ／

マップマップ
PP4040・P・P4141
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＊毎週水曜日午前中は、認知症専門医　指導医による診療有り
＊痛みの相談室…頭痛、神経痛、関節痛、肩こりの相談と治療

小野澤医院 内科・小児科・外科
婦人科・神経内科4

📞0537-86-8070 FAX 0537-86-9088御前崎市佐倉1238番地住所

認（相談  簡易検査  治療）

診　療　時　間 月 火 水 木 金 土 日・祝

9：00 ～12：00
（受付時間 9：00 ～ 11：30） ● ● ● ● ● ● ／
15：00 ～18：00

（受付時間 15：00 ～ 17：30） ● ● ／ ● ● ／ ／

＊予約優先

おまえざき痛みのクリニック ペインクリニック外科
リハビリテーション科・麻酔科5

📞0537-29-7341住所

車イス

御前崎市池新田2446番地の1

診　療　時　間 月 火 水 木 金 土 日・祝

9：00 ～ 12：00 ● ● ● ／ ● ●
～ 13：00 ／

14：30 ～ 17：30 ● ● ● ／ ● ／ ／

座光寺医院 内科・小児科・消化器内科6

📞0548-63-3206 FAX 0548-63-4130御前崎市白羽5243番地の3住所

往 訪診 認（相談  簡易検査  治療）車イス

診　療　時　間 月 火 水 木 金 土 日・祝

8：30 ～12：00
（受付時間 8：30 ～ 11：30） ● ● ● ● ● ● ／
15：00 ～18：00

（受付時間 15：00 ～ 17：30） ● ● ／ ● ● ／ ／

永尾内科・循環器科医院 内科・循環器科7

📞0548-63-6611 FAX 0548-63-6970御前崎市御前崎54番地の9住所

往 訪診 認（相談  簡易検査）

診　療　時　間 月 火 水 木 金 土 日・祝

9：00 ～12：00
（受付時間 9：00 ～ 11：30） ● ● ● ● ● ● ／
14：30 ～18：30

（受付時間 14：30 ～ 18：00） ● ● ● ／ ● ／ ／
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宮内診療所 内科・呼吸器内科
消化器内科・小児科8

📞0537-85-7811 FAX 0537-85-6677御前崎市宮内226番地の5住所

往 認（相談  簡易検査  治療）車イス

診　療　時　間 月 火 水 木 金 土 日・祝

8：30 ～12：00
（受付時間 8：30 ～ 11：45） ● ● ● ● ● ● ／
15：00 ～18：00

（受付時間 14：30 ～ 17：45・金曜のみ ～ 18：15） ● ● ／ ● ●
～ 18：30 ／ ／

むぎ運動場前クリニック 内科・循環器内科・泌尿器科9

📞0537-85-7755御前崎市池新田833番地の15住所

車イス

診　療　時　間 月 火 水 木 金 土 日・祝

8：30 ～12：00
（受付時間 8：30 ～ 11：30・土曜のみ ～ 12：30） ● ● ／ ● ● ●

～ 13：00 ／
14：30 ～18：00

（受付時間 14：30 ～ 17：30） ● ● ／ ● ● ／ ／

市
内
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御前崎市家庭医療センター
しろわクリニック

内科・心療内科・小児科
外科・整形外科・産婦人科
皮膚科・リハビリテーション科

10

📞0548-23-3211 FAX 0548-63-5622御前崎市白羽3521番地の10住所

訪診 認（相談  簡易検査  治療）車イス

診　療　時　間 月 火 水 木 金 土 日・祝

8：30 ～12：00
（受付時間 8：15 ～ 11：30） ● ● ● ● ● ／ ／
13：30 ～17：00

（受付時間 13：00 ～ 16：30） ● ● ● ／ ● ／ ／

診　療　時　間 月 火 水 木 金 土 日・祝

9：00 ～12：00
（受付時間 8：45 ～ 12：00） ● ● ● ● ● ● ／
15：00 ～18：00

（受付時間 14：45 ～ 18：00） ● ● ● ／ ● ／ ／

なみかぜ耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科11

📞0537-85-8733 FAX 0537-85-8732御前崎市池新田7668番地の3住所

車イス
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＊祝祭日のある週は木曜日診察あり

※歯科医師会会員のみ掲載しています。

さくらい歯科医院 歯科・歯科口腔外科・小児歯科14

📞0537-86-8666 FAX 0537-86-8666御前崎市池新田463番地の8住所

訪診 車イス

大澤歯科医院 歯科13

📞0548-63-2010御前崎市御前崎2949番地の1住所

訪診（16ページを参照ください）　 車イス

歯科医院

診　療　時　間 月 火 水 木 金 土 日・祝

8：30 ～12：00
（受付時間 8：15 ～ 11：30） ● ● ● ● ● ● ／
14：30 ～18：00

（受付時間 14：15 ～ 17：30） ● ● ● ／ ● ／ ／

診　療　時　間 月 火 水 木 金 土 日・祝

9：00 ～12：30 ● ● ● ／ ● ● ／
14：30 ～19：00 ● ● ● ／ ● ● ／

診　療　時　間 月 火 水 木 金 土 日・祝

胃内視鏡 8：30 ～10：00 ／ ● ● ● ● ● ／
外　　来 10：00 ～12：00

（受付時間 10：00 ～ 11：30） ／ ● ● ● ● ● ／
大腸内視鏡 13：00 ～15：00 ／ ● ● ● ● ▲

～ 16：00 ／
外　　来 16：00 ～18：00

（受付時間 16：00 ～ 17：30） ／ ● ● ● ● ／ ／

こいず外科・消化器内視鏡クリニック 内視鏡内科・消化器内科・外科12

📞0537-86-8888 FAX 0537-86-9000御前崎市池新田 2497 番地の 10住所

車イス

＊予約優先
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＊完全予約制（時間外での予約受付はしておりません）

高久歯科医院 歯科15

📞0537-86-8585御前崎市池新田4276番地の1住所

訪診（施設・病院に限る）　 車イス

診　療　時　間 月 火 水 木 金 土 日・祝

9：00 ～13：00 ● ● ● ／ ● ● ／
14：00 ～18：00 ● ● ● ／ ● ／ ／

水野歯科医院 歯科17

📞0537-86-6226 FAX 0537-86-6483御前崎市佐倉1019番地の1住所

往 訪診 車イス

診　療　時　間 月 火 水 木 金 土 日・祝

9：00 ～12：00 ● ● ● ／ ● ● ／
14：00 ～18：00 ● ● ● ／ ● ●

～ 16：00 ／

松浦歯科医院 歯科・小児歯科16

📞0548-55-2020御前崎市御前崎109番地の28住所

訪診 車イス

診　療　時　間 月 火 水 木 金 土 日・祝

9：00 ～12：30
（受付時間　診療時間の 30 分前） ● ● ● ／ ● ● ／

14：30 ～19：00
（受付時間　診療時間の 30 分前） ● ● ● ／ ● ●

13：30 ～ 17：00 ／

市
内
医
療
機
関
・
薬
局
等
一
覧
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薬　　局　　名 住　　　所 電　　話 F　A　X 在宅
訪問

麻薬
取扱

1 このみ薬局御前崎店 御前崎市池新田833番地の15栄ビルＢ 0537-85-7200 0537-85-7201 ○ ○

2 ききょう薬局浜岡店 御前崎市池新田2016番地の2 0537-85-7222 0537-85-7223 × ○

3 なかはら薬局池新田店 御前崎市池新田2448番地の1 0537-28-8800 0537-28-8338 ○ ○

4 ふたば薬局 御前崎市池新田2961番地の1 0537-85-1600 0537-85-1611 ○ ○

5 オガワ薬局 御前崎市池新田4127番地 0537-86-5372 0537-86-7205 ○ ○

6 杏林堂薬局 浜岡店 御前崎市池新田4359番地の1 0537-85-8010 0537-85-8150 ○ ○

7 なかはら薬局浜岡店 御前崎市門屋2073番地 0537-85-2011 0537-85-3966 ○ ○

8 さくら薬局 御前崎市佐倉1284番地の1 0537-86-8567 0537-86-8599 × ○

9 あおば薬局 御前崎市宮内266番地の25 0537-85-6800 0537-85-6811 ○ ○

10 なかはら薬局 御前崎市白羽3706番地の1 0548-63-5005 0548-63-6120 ○ ○

11 白羽薬局 御前崎市白羽5922番地の1 0548-63-6138 0548-63-6136 ○ ○

12 松尾薬局 御前崎市御前崎57番地の48 0548-63-6017 0548-63-6018 ○ ○

13 おまえざき薬局 御前崎市白羽3521番地の10 0548-23-7775 0548-23-7776 ○ ○

市内薬局

休日・夜間一次救急診療のご案内
■小笠掛川急患診療所
［住所］掛川市杉谷南1-1-30（東名掛川 I.C東隣り）　［電話］0537-61-1299
［診療時間］	 月～金曜日
	 　19：00～ 22：00（受付は 21：30まで）　内科・小児科
	 日曜日・祝日・年末年始（12/29 ～ 1/3）
	 　 9：00～ 12：00（受付は 11：30まで）内科・小児科・外科・歯科
	 　13：00～ 17：00（受付は 16：30まで）内科・小児科・外科
＊必ず受診前に電話連絡をお願いします。
＊「交通事故」「労災」の診察をお受けすることができません。該当される方は、指定医療機関
に受診してください。

■休日当番医（榛原医師会）
［医療機関］	当番医は「くらしのダイアリー」、「榛原医師会ホームページ」で確認できます。
［診療時間］	9：00 ～ 17：00（日曜日、祝日）

■市立御前崎総合病院
［住所］御前崎市池新田2060番地　［電話］0537-86-8511
＊市立御前崎総合病院での受診は、原則、重症患者に限ります。
＊事前に救急外来 0537-86-8511㈹ へ電話し、症状を伝えて来院してください。

※薬剤師会会員のみ掲載しています。
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お 問 い 合 せ 先

御前崎市高齢者支援課
TEL 0537-85-1118

御前崎市地域包括支援センター おまえざき

TEL 0548-63-6857

御前崎市地域包括支援センター はまおか

TEL 0537-85-1167
（市役所西館　高齢者支援課内）

（御前崎支所2階）


